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独立行政法人農林漁業信用基金平成２０年度年度計画

独立行政法人農林漁業信用基金（以下「信用基金」という。）は、主務省よ

り指示された中期目標を踏まえて策定した中期計画を達成すべく、平成２０年

度において、以下の年度計画に従い、業務を実施するものとする。

第１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 事業の効率化

(1) 事業費（保険金、代位弁済費、回収奨励金、求償権管理回収助成及び

求償権回収事業委託費）については、以下の点など支出の要否及び支出

方法等について検討し、効率化を期する。この場合、経済情勢、国際環

境の変化、災害の発生、法令の変更等外的要因により影響を受けること

について配慮する。

・基金協会との事前協議の徹底、部分保証の実施による保険金支払いの

低減

・引受審査の厳格化、部分保証の対象の拡大による代位弁済の抑制

・サービサーの選定等に当たっての求償権回収に係る費用対効果への配

慮による求償権回収事業委託費の抑制

(2) 農業・漁業信用保険業務及び林業信用保証業務については、引受審査

の厳格化等、モラルハザード対策の取組を着実に実施する。

(3) 共済団体等に対する貸付業務については、民間金融機関による融資を

促すために、セーフティーネットとしての法人の役割について周知を行

う。

(4) 低利預託原資貸付業務については、主として主務省における資金需要

の精査結果及び資金の納付方法等についての関係機関等との協議の結果

を踏まえた主務省からの指示に従って、将来にわたって活用される見込

みのない資金を国庫に納付する。

また、本資金については、借受者のニーズを踏まえた主務省の見直し

を踏まえ、着実に実施する。

(5) 林業寄託業務については、施業転換資金部分を廃止し、貸付枠を３８

億円から１７億円に縮減するとともに、寄託原資について、５億円を政

府出資により調達し、長期借入金を抑制する。

(6) 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務の対象資金については、「民

でできることは民で」という考え方を踏まえつつ、検討会を設置し、そ

の役割、保険収支等の状況を踏まえ検討を行う。

２ 業務運営体制の効率化
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(1) 業務の質や量に対応した組織体制・人員配置の見直しを行い、業務運

営の効率化を行う。

(2) 職員の能力の向上を図るため、研修計画に基づき各種研修を効果的に

実施する。

ア．養成研修

・新規採用研修

・一般職員研修

・現地研修

・課長級研修

イ．能力開発研修

・支援研修

・実践研修

・専門研修

ウ．法令遵守意識啓発研修

(3) 平成２０年度末までに検討することとされている国の農業共済再保険

特別会計及び漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の統合の検討状況を

踏まえ、農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る両部署

の統合に向けた準備を行う。

３ 経費支出の抑制

(1) すべての支出について、当該支出の要否を検討するとともに、以下の

措置を講じること等により、一般管理費（人件費、公租公課及び特殊要

因により増減する経費を除く。）の節減を行う。

① 会計規程に基づき、支出の部署別時期別配分を行うなど予算の執行

管理を徹底する。また、減損会計の情報に基づき、適正な資産の評価

を行う。

② 役職員に対し、費用対効果などのコスト意識を徹底させる。

③ 外部委託の推進を図るなど業務実施方法を見直す。

(2) 人件費（退職手当及び法定福利費を除く。また、人事院勧告を踏まえ

た給与改定部分を除く。）について、国家公務員の給与構造改革を踏ま

え、役職員の給与について必要な見直しを進める。

(3) 給与水準については、平成１８年度の対国家公務員学歴別・地域別指

数（学歴別地域別法人基準年齢階層ラスパイレス指数）１０４．６につ

いて、中期目標期間の終了時までに１００まで低下させるため、特別都

市手当を据え置く（国家公務員の地域手当（東京特別区）にあっては平

成２０年４月から１．５％アップ）などの取組を行う。

また、給与水準の適正性について検証し、その検証結果や国家公務員

と比べて給与水準が高い理由及び適正化への取組状況について公表し、

国民に対して納得が得られる説明を行う。
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４ 内部監査の充実

業務の適正化を図るため、内部監査規程及び内部監査マニュアルに基づ

き、常勤監事と連携しつつ、内部監査年度計画に従い信用基金の各業務に

ついて内部監査を適切に実施する。

５ 内部統制機能の強化

(1) 業務の適正な執行を図るため、コンプライアンス・マニュアル及びコ

ンプライアンス・プログラムを策定し、外部の有識者の専門的知見も活

用しつつ、コンプライアンス委員会を中心にコンプライアンスの推進に

向けた取組を適切に実施する。

(2) 業務の適正化を図るため、部室が所掌する事務の自主的な点検及び職

員からの業務改善提案に対する取組を適切に実施する。

(3) 業務遂行へのインセンティブの向上を目指して、業績及び勤務成績等

を給与・退職金等に一層反映させるよう努める。

６ 評価・分析の実施

農林漁業信用基金評価・点検委員会を中心に評価・分析を行うととも

に、その結果を業務運営に反映させる。

７ 情報システムの整備

情報システムの管理に関する基本的な規程の作成等により、情報システ

ムの適正かつ適切な管理運用についての取組を適切に実施する。

８ 調達方式の適正化

調達に係る契約については、国における取組（「公共調達の適正化につ

いて」（平成１８年８月２５日付け財計第２０１７号財務大臣通知））等

を踏まえ、次の事項を実施する。

(1) 随意契約見直し計画に基づき、競争性のない随意契約の一般競争入札

等（競争入札及び企画競争・公募）への移行を着実に実施する。

(2) 契約審査委員会の活用等により、随意契約の理由が妥当か、一般競争

入札等が真に競争性・透明性が確保される方法により実施されているか

等契約の適正な実施を図る。

(3) 随意契約見直し計画を踏まえた取組状況をウェブサイトに公表し、フ

ォローアップを実施する。

(4) 監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施に

ついてチェックを受ける。

第２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
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達成するためとるべき措置

１ 事務処理の迅速化

利用者の手続面での負担及び事務コストの軽減を図るため、以下の措置

を講じて､事務処理の迅速化を実現する。

(1) 保険引受、保険金支払審査、納付回収金の受納、貸付審査等の業務内

容に応じ、利用者の利便性の向上に資する観点から、以下の標準処理期

間内に案件の８割以上を処理する。なお、処理期間の検証を行い、必要

に応じて見直す。

ア 保険通知の処理・保険料徴収 月次処理

イ 保険金支払審査 27日

ウ 納付回収金の受納 月次処理

エ 保証審査 ７日

オ 代位弁済 150日

カ 貸付審査

農業長期資金 償還日と同日付貸付

農業短期資金 月３回（５のつく日）

農業災害補償 ４日

林業 ３日

漁業長期資金 償還日と同日付貸付

漁業短期資金 ８日

漁業災害補償 ４日

(2) 農業信用保険業務において、基金協会の保証要綱等の制定・改正に伴

う協議を実施するとともに、大口保険引受案件及び大口保険金請求案件

の事前協議を実施する。

(3) 漁業信用保険業務において、基金協会との大口保証引受案件及び大口

保険金請求案件についての事前協議や求償権に関する情報の共有化を実

施する。

(4) 専決権限の弾力化など、業務処理の方法の見直しを行う。

２ 国民一般や利用者に対する情報開示の充実及び利用者の意見の反映

(1) 信用基金の業務の必要性、役割及び農林漁業者の事業活動への効果や

成果について、ホームページを活用して、国民一般や利用者を対象に、

図表なども含めて分かりやすい形で幅広く周知するなど情報開示の充実

を促進する。

(2) 農業信用保険業務においては、保険引受等の情報・データを冊子にと

りまとめ、基金協会をはじめ関係機関に引き続き提供する。

(3) 林業信用保証業務においては、パンフレット等を活用し、引き続きＰ

Ｒ活動の推進を図る。また、都道府県等関係機関に対して保証引受に係
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るデータ等の情報提供を行う。

(4) 漁業信用保険業務においては、保証引受等の情報・データを冊子にと

りまとめ、基金協会等に提供するとともに、基金協会とのネットワーク

への参加協会の増加を引き続き図る。

(5) 農業災害補償関係業務においては、引き続き、農業共済団体等を相手

先とするNOSAIイントラネットを活用し、具体的かつ詳細な情報提供を

行う。

(6) 信用基金の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、ホームペ

ージを活用して、決算情報・業務内容等に応じた適切な区分に基づくセ

グメント情報の開示を徹底する。

(7) アンケート調査等の実施により、信用基金の利用者の意見を聴取する

とともに、潜在的利用者等についても意向を把握し、業務運営に適切に

反映させるよう努める。また、独立行政法人農林漁業信用基金苦情対応

要領に基づき、苦情への適切な対応を行う。

(8) 職員の勤務時間その他の勤務条件を規定した就業規則を公表する。

第３ 財務内容の改善に関する事項

１ 適切な保険料率・保証料率・貸付金利の設定

(1) 保険料率・保証料率については、農林漁業の特性を踏まえつつ、引受

審査能力の向上等により事故率が過大とならないよう適正な業務運営を

行うことを前提として、リスクを勘案した水準に設定する。

① 農業信用保険業務については、平成２０年７月からの新規引受分か

ら新たな保険料率を適用する。

② 漁業信用保険業務については、平成２０年４月からの新規引受分か

ら新たな保険料率を適用する。

③ また、引き続き、業務収支の状況や保険料率・保証料率水準を点検

し、必要に応じて、リスクを勘案して保険料率・保証料率の見直しを

行う。

(2) 基金協会及び共済団体等に対する貸付金利（低利預託原資貸付に係る

ものを除く。）については、以下のとおり、貸付目的、市中金利との兼

ね合い等を考慮した適切な水準に設定する。

① 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務における貸付金利は、日本

銀行が作成する「預金種類別店頭表示金利の平均年利率等について」

における預入期間ごとの利率のうち、貸付期間に対応するものに1/2

を乗じて得た率とする。

② 農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務における貸付金利

は、短期プライムレート等市中金利を勘案した適切な率とする。
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２ 引受審査の厳格化等

(1) 農業信用保険業務及び漁業信用保険業務において、基金協会との事前

協議の徹底を図る。

① 農業信用保険業務において、基金協会の保証要綱等の制定・改正に

伴う協議を実施するとともに、大口保険引受案件及び大口保険金請求

案件の事前協議を実施する。

② 漁業信用保険業務において、被保証人の業務及び財務状況を踏まえ

た、より的確な引受審査の実現に取り組むとともに、基金協会との大

口保証引受案件及び大口保険金請求案件についての事前協議や求償権

に関する情報の共有化を実施する。

(2) 信用基金職員及び基金協会向けの保証審査・求償権管理回収に係る研

修会を開催する。

(3) 研修等による信用基金職員の資質の向上、現地協議の推進等により、

信用基金の相談機能を強化する。

(4) 林業信用保証業務において、財務状況の的確な判断等による審査の厳

格化、優良事業体への保証利用促進の働きかけ等による優良保証の確保

を講ずるほか、専門家を交えた経営診断・指導に取り組む。

３ モラルハザード対策

(1) 農業信用保険業務について、部分保証やペナルティー方式などモラル

ハザードの防止対策を農業者等の負担の増加を避けることに留意しつ

つ、国との連携を図りながら総合的に検討する。

(2) 漁業信用保険業務について、経営安定資金について部分保証を導入す

る。さらに、部分保証やペナルティー方式などモラルハザード防止対策

を漁業者等の負担の増加を避けることに留意しつつ、国との連携を図り

ながら総合的に検討する。

(3) 林業信用保証業務について、１００％保証の対象を法定計画認定者に

係る資金、間伐の実施に係る資金等政策性のより高いものに限定し、部

分保証の対象を拡大する。併せて、メニューの統合を行う。

４ 求償権の管理・回収の強化等

(1) ア．求償権の管理・回収については、現地回収交渉や仮差押え、競売

等の法的措置を講じるほか、基金協会、債権回収業者（サービサー）

等との連携等により、回収実績の向上に努める。

イ．平成２０年度における回収金収入については、４，４７４百万円

を見込む。

(2) 保険料・保証料、貸付金利息の確実な徴収に努める。

５ 代位弁済率・事故率の低減
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代位弁済率及び事故率については、中期目標期間中に保証契約・保険契

約を締結した案件についての代位弁済率及び事故率を指標として、中期目

標の達成に向けての進捗状況の把握に努める。この場合、代位弁済率・事

故率は、経済情勢、国際環境の変化、災害の発生、法令の変更等外的要因

により影響を受けることについて配慮する。

６ 基金協会及び共済団体等に対する貸付け

基金協会及び共済団体等に対する貸付けについては、引き続き適正な審

査を行うとともに、その回収については、確実な徴収に努める。

７ 資産の有効活用

他の独立行政法人や国に対し、信用基金の保有する職員用宿舎の共同利

用について､積極的な周知を図るなど推進に努める。

第４ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

【別紙】

第５ その他主務省令で定める業務運営に関する事項

１ 人事に関する計画

(1) 人材の確保

金融、保険業務等の分野において高度な専門性を有する人材の確保に

努める。

(2) 人材の養成

民間金融機関からの採用者によるＯＪＴにより、職員の専門性の育成

を図る。また、自主研修支援を行うなど研修を充実させることにより専

門性の高い人材育成を図る。

２ 積立金の処分に関する事項

各勘定の前中期目標期間繰越積立金は、それぞれ農業信用保険業務、林

業信用保証業務、漁業信用保険業務、農業災害補償関係業務及び漁業災害

補償関係業務に充てることとする。



独立行政法人農林漁業信用基金　平成20年度　年度計画

１．予算

 （１）収入

（単位：千円）

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

1,631,462 770,455 435,597 425,410 0 0

198,289 0 198,289 0 0 0

500,000 0 500,000 0 0 0

10,000 0 10,000 0 0 0

14,100 0 14,000 100 0 0

142,796,556 40,183,186 9,090,241 23,022,921 53,391,098 17,109,110

2,893 0 2,893 0 0 0

1,869,618 778,021 353,055 603,046 134,446 1,050

70,852,000 0 4,043,000 0 51,168,000 15,641,000

10,613 8,366 2,217 20 0 10

217,885,531 41,740,028 14,649,292 24,051,497 104,693,544 32,751,170

 （2）支出

（単位：千円）

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

222,530,982 41,346,247 13,330,830 30,234,549 104,949,960 32,669,396

2,134,429 857,450 592,670 446,600 171,130 66,579

直 接 業 務 費 366,752 212,299 86,838 51,849 12,473 3,293

管 理 業 務 費 324,554 111,474 86,185 88,693 25,825 12,377

人 件 費 1,443,123 533,677 419,647 306,058 132,832 50,909

224,665,411 42,203,697 13,923,500 30,681,149 105,121,090 32,735,975

総 計

総 計

事 業 費

一 般 管 理 費

科 目

運
営
経
費

事 業 収 入

受 託 事 業 収 入

運 用 収 入

借 入 金

合 計

科 目

受 入 事 業 交 付 金

政 府 補 給 金 受 入

政 府 出 資 金

地方公共団体出資金

民 間 出 資 金

そ の 他 の 収 入

合 計



２．収支計画

 （１）収益
（単位：千円）

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

1,757,965 770,455 435,597 551,913 0 0
198,289 0 198,289 0 0 0

8,985,949 6,819,398 462,369 1,569,264 22,808 112,110
2,893 0 2,893 0 0 0

1,869,618 778,021 353,055 603,046 134,446 1,050
0 0 0 0 0 0

10,613 8,366 2,217 20 0 10

14,733 0 14,733 0 0 0
1,551,890 465,736 566,649 488,637 33,909 0
14,391,950 8,841,976 2,035,802 3,212,880 191,163 113,170

 （2）費用
（単位：千円）

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

10,834,948 7,979,097 71,957 2,783,892 1 1

2,092,648 816,647 605,755 420,638 171,326 78,282

直 接 業 務 費 283,672 169,759 73,358 24,789 12,473 3,293

管 理 業 務 費 298,998 94,418 83,031 85,362 24,272 11,915

人 件 費 1,509,978 552,470 449,366 310,487 134,581 63,074

78,941 45,381 22,085 8,234 2,809 432

248,104 851 198,696 116 17,027 31,414

1,137,309 0 1,137,309 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3,041

14,391,950 8,841,976 2,035,802 3,212,880 191,163 113,170

総　　　計

経
　
常
　
費
　
用

一 般 管 理 費

減 価 償 却 費

事 業 費

科　　　　　　目

財 務 費 用

総　　　計

経
常
収
益

政府事業交付金収入
政 府 補 給 金 収 入

雑 益

科　　　　　　目

事 業 収 入
受 託 事 業 収 入
財 務 収 益
引 当 金 等 戻 入

合　　　　　　計

臨 時 利 益
償 却 債 権 取 立 益

当 期 総 損 失

当 期 総 利 益

合　　　　　　計

引 当 金 等 繰 入

雑 損

臨 時 損 失

固 定 資 産 除 却 損



３．資金計画

 （１）収入

（単位：千円）

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

146,429,449 41,698,714 10,072,354 24,010,030 53,538,129 17,110,222

91,984 47,197 6,878 33,832 4,077 0

71,376,100 0 4,567,000 100 51,168,000 15,641,000

113,164,594 35,363,706 32,702,814 39,061,599 5,996,453 40,022

331,062,127 77,109,617 47,349,046 63,105,561 110,706,659 32,791,244

 （2）支出

（単位：千円）

農業信用保険勘定 林業信用保証勘定 漁業信用保険勘定 農業災害補償関係勘定 漁業災害補償関係勘定

154,940,767 42,166,639 11,064,546 30,671,040 53,946,017 17,092,525

18,807 16,619 0 1,521 500 167

69,652,000 0 2,843,000 0 51,168,000 15,641,000

106,450,553 34,926,359 33,441,500 32,433,000 5,592,142 57,552

331,062,127 77,109,617 47,349,046 63,105,561 110,706,659 32,791,244

総 計科 目

合　　　計

業務活動による収入

投資活動による収入

財務活動による収入

前年度からの繰越金

翌年度への繰越金

科 目 総 計

合 計

投資活動による支出

財務活動による支出

業務活動による支出




